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財政部はアメリカの「相互関税」政策による台湾経済

への影響を考慮し、2024年度所得税申告・納付期間

を2025年5月1日～5月31日から5月1日～6月30日へ

1ヶ月延長することを公表しました。また、納税義務

者の無利息での納税期間延長又は分割納税の申請

が可能とする一連の支援措置も公表しました。

一、所得税申告・納付期間の延長(全ての企業に適

用)

 申告・納付期間の延長：2024年度所得税申告・納

付期間は2025年5月1日～5月31日から5月1日～

6月30日へ延長(個人所得税申告を含む）

 主務機関への研究開発、スマート機械、５Gの投

資税額控除の申請期限は営利事業所得税確定

申告の締切日に準じているため、所得税申告期

限と共に2025年6月30日まで延長

 所得及び税額控除資料の検索期間は4月28日～

6月30日へ延長

二、無利息での納税期間延長又は分割納税(条件を

満たし、申請が必要)

 適用税目：所得税(営利事業所得税、個人所得

税、建物・土地合一税)、営業税、物品税、タバコ・

酒税、特種物品・役務税、家屋税、地価税、ナン

バープレート使用税等

 申請条件：アメリカの「相互関税」政策の影響を受

け、規定期間内で税金の全額納付が不可能な納

税義務者

 納税期間延長及び分割納税：最大1年の期間延

長（税金の一括納付）及び最大3年間にわたる分

割納税（月払いで36期）の申請が可能

 申請手続：納税義務者は規定の納税期限までに

申請書及び関連証明書類を添付して、税務機関

に納税期間の延長又は分割納税を申請する必

要があります。

三、その他重要な情報

 特殊案件（例えば、決算・清算）の申告・納税締切

日が2025年5月1日～5月31日の期間に含まれる

場合は30日延長されます。

※但し、3月決算の日本企業の場合、申告・納税締

切日が2025年8月1日～8月31日の期間に含まれる

ため、延長の規定は適用されません。

 CFCの会計士による監査済財務諸表又は代替書

類について、提出期限の延長を申請する場合、

2025年12月31日まで延長することができます。

財政部が12月決算企業の営利事業所得税申告の1ヶ月延長、及び

10税目の無利息での納税期間延長又は分割納税措置を公表
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四、注意事項

税金徴収法第27条の規定により、納税義務者が許

可を受けた延長又は分割納税のいずれかの納付期

限の納税額を納付していない場合、税務機関は当

該期の支払満期日の翌日から3日以内に、未払税金

残高を10日以内に納付するよう通知書を納税義務

者に送付しなければなりません。所定期限を超過し

て納付されない場合は強制執行手続を行います。

納税期間の延長又は分割納税を申請し、許可を受

けた場合においても、青色申告、会計士監査案件等

に関する租税優遇の規定（例えば、10年間の繰越欠

損金控除など）の適用が可能です。但し、いずれか

の納税時期に期限内に納付しなかった場合、税務

機関は未払税金残高全額を請求するほか、当該年

度の営利事業所得税確定申告案件は青色申告・会

計士監査案件ではない通常申告案件として取扱うた

め、上記の租税優遇の適用はできなくなります。
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